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甲市に所在する乙マンションは、昭和５０年築の区

分所有家屋ですが、その一部は、専有部分の表題部

の登記しかなされておらず、平成２１年度の賦課期日

現在も所有権の保存の登記がされていません。この

ため、甲市では、平成２１年度分までの固定資産税に

ついて、専有部分の表題部に所有者として登記され

ているＡ株式会社（以下「Ａ」とする。）を納税義務

者として課税しました。

ところが、平成２１年７月に、Ａから「当該専有部

分は平成１９年中にＢ（個人）に売却し、Ｂが住んで

いるので、Ｂを納税義務者として課税し直してほし

い。」との主張があり、同時に、Ａが平成２０年１２月に

破産手続開始の決定がされており、２１年７月現在で

は、まだ終結していないことがわかりました。

この場合、所有権移転の事実関係を確認し、Ｂが

当該専有部分を実質的に所有していると判明したな

らば、地方税法第３４３条第２項後段の「現に所有する

者」として、平成２０年度分及び平成２１年度分の固定

資産税をＢに課税し直す必要があるのでしょうか。

たとえＢが当該専有部分を実質的に所有している

実態があったとしても、平成２０年度課税分及び平成

２１年度課税分ともにＢに課税し直す必要はありませ

ん。

１．固定資産税の納税義務者

既登記物件の固定資産税における納税義務者は、

原則として、賦課期日（当該年度の初日の属する年

の１月１日）時点の登記簿上の所有者とされていま

す（地方税法第３４３条第２項前段、第３５９条）。

そして、市町村が登記簿上の所有者を納税義務者

として課税した場合は、たとえ当該登記簿の記載事

項に誤りがあったとしても、その課税は違法ではな

いと解されています。

しかし、登記簿上の所有者である法人が賦課期日

前に消滅しているときは、賦課期日において固定資

産を現に所有している者が納税義務者になります

（地方税法第３４３条第２項後段）。

２．登記簿上の所有者

建物を新築したとき、所有者は一月以内に建物の

表示の登記を申請しなければなりません（不動産登

記法第４７条第１項）が、申請をすれば登記簿の表題

部に所有者として氏名等が登記され、登記簿上の所

有者となります。

次に、所有権の保存の登記（同法第７４条）が表題

部上の所有者から申請された場合、権利部（甲区欄）

に当該所有者が登記名義人として登記され、同時に

表題部に記載された所有者の表示は抹消されること

になります。したがって、この場合は、権利部（甲

区欄）に所有者として登記されている登記名義人が

登記簿上の所有者となります。

３．表示に関する登記と所有権の保存の登記

現在の不動産登記法では、マンション等の区分所

有家屋を新築した場合、新築した者が自らの名義で

区分所有家屋一棟の建物の表示に関する登記と、全

専有部分それぞれの建物の表示に関する登記を行い

（不動産登記法第４８条第１項）、全専有部分それぞれ

の所有権の保存の登記も行う（同法第７４条第２項）

必要があります。

しかし、建築年次の古い区分所有家屋などでは、

売れ残ったことにより、表題部の登記のみがなされ、

所有権の保存の登記がされないままの状態が長期間

続くようなこともあります。
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４．破産手続開始と法人の消滅

破産手続開始が決定されると、株式会社は解散し

ます（会社法第４７１条第５号）。しかし、破産手続開

始決定後も、破産手続が終了するまでは、破産手続

による清算の目的の範囲内において、法人である株

式会社は存続するものとみなされます（破産法第３５

条）。

５．設問事案の検討

①平成２０年度課税分

１で述べたように、既登記物件の固定資産税の

納税義務者は賦課期日現在の登記簿上の所有者で

あり、２で述べたように、所有権の保存の登記が

なされるまでの間の登記簿上の所有者は、表題部

に記載されている所有者となります。

したがって、平成２０年度の賦課期日である平成

２０年１月１日現在、表題部に所有者として記載さ

れているＡが納税義務者であり、たとえＢが実質

的に所有している実態があったとしても、Ａに対

して行った課税をＢに課税し直す必要はありませ

ん。

②平成２１年度課税分

平成２１年度の賦課期日である平成２１年１月１日

現在において、Ａが破産手続中であったとしても、

４で述べたように、破産手続が未だ終結していな

い時点では法人である株式会社は存続するものと

みなされるので、Ａは未だ消滅していないことに

なります。

よって、地方税法第３４３条第２項後段の「所有者

として登記又は登録されている法人が同日前に消

滅しているとき」には該当せず、納税義務者はＡ

になります。

したがって、平成２０年度分の課税と同様、平成

２１年度分の課税についてもＢに課税し直す必要は

ありません。

（大阪府総務部市町村課税政グループ）
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